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６．高齢者福祉サービスに関する手続き

緊急通報システムを利用していた

高齢者配食サービスをご利用の方 

手続き詳細 期　限

返却物は機器本体とペンダントの２点です。

手続きは辞退届への記入が必要になります。

有料での利用者の場合、利用料金の精算をします。未納がある場合
は納付書をお渡しします。還付がある場合は還付請求書を書いてい
ただきます。

随時

手続き可能な人

親族

必要なもの 問い合わせ先

□ 還付がある場合の振込先口座情報（可能であれば通帳を持参
ください。）

高齢介護課
長寿福祉グループ
☎ 0567-24-1118

手続き詳細 期　限

右記問い合わせ先に利用解除の連絡をしてください。 随時

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

なし 高齢介護課
市民戸籍グループ
☎ 0567-24-1118

機器の返却・辞退届手続き

利用解除手続き

高齢者配食サービス・高齢者ふれあい収集を利用していた

手続き詳細 期　限

右記問い合わせ先に利用解除の連絡をしてください。 随時

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

なし 高齢介護課
長寿福祉グループ
☎ 0567-24-1118

利用解除手続き
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障害児福祉手当資格喪失届の提出 
（未払い分がある場合は未支払障害児福祉手当請求書の提出）

手続き

７．福祉（障がい）に関する手続き

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を交付されていた 

障害児福祉手当を受給していた 

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳また
は療育手帳をお持ちだった場合、死亡日をもって喪失となります。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手
帳または療育手帳

福祉課
☎ 0567-24-1115

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が障害児福祉手当を受給していた場合、死亡月を
もって受給資格が喪失となります。未払い分の手当があれば請求の
手続きが必要です。

死亡日から 14 日以内

手続き可能な人

親族

必要なもの 問い合わせ先

□ 印鑑

□ 未払い分がある場合は、相続人の振込口座のわかるもの

□ 死亡診断書

福祉課
☎ 0567-24-1115

手帳の返還手続き
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特別障害者手当資格喪失届の提出 
（未払い分がある場合は未支払特別障害者手当請求書の提出）

手続き

７．福祉（障がい）に関する手続き

特別障害者手当を受給していた 

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が特別障害者手当を受給していた場合、死亡月を
もって受給資格が喪失となります。未払い分の手当があれば請求
の手続きが必要です。

死亡日から 14 日以内

必要なもの 手続き可能な人

□ 印鑑

□ 未払い分がある場合は、相続人の振込口座のわかるもの

□ 死亡診断書

【同一世帯以外の相続人の方が未払い分の請求をする場合】

□ 生計同一を証明できる書類等

親族

問い合わせ先

福祉課
☎ 0567-24-1115

津島市心身障害者手当を受給していた 

手続き詳細 期　限

亡 く な ら れ た 方 が 津 島 市 心 身 障 害 者 手 当 を 受 給 し て い た 場 合、
死亡月をもって受給資格が喪失となります。

死亡日から 14 日以内

手続き可能な人

親族

必要なもの 問い合わせ先

□ 未払い分がある場合は、相続人の振込口座のわかるもの 福祉課
☎ 0567-24-1115

手当受給資格消滅届手続き
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在宅重度障害者手当を受給していた 

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が在宅重度障害者手当を受給していた場合、死亡月を
もって受給資格が喪失となります。

死亡日から 14 日以内

手続き可能な人

親族

必要なもの 問い合わせ先

□ 印鑑

□ 未払い分がある場合は、相続人の振込口座のわかるもの

【同一世帯以外の相続人の方が支払い分の請求をする場合】

□ 生計同一を証明できる書類等

福祉課
☎ 0567-24-1115

在宅重度障害者手当受給資格喪失届の提出手続き

自立支援医療受給者証を利用して通院していた 

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が自立支援医療受給者証をお持ちだった場合、死亡日
をもって使用不可となります。

自立支援医療受給者証（更生医療・精神通院・育成医療）を返却して
ください。

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の自立支援医療受給者証
　（更生医療・精神通院・育成医療）

福祉課
☎ 0567-24-1115

自立支援医療受給者証（更生医療・精神通院・育成医療）の返還手続き

MEMO  
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心身障害者扶養共済制度の年金を利用していた（扶養年金）

【年金を受給予定していた方が亡くなられた場合】

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が年金を受給していた場合、死亡月をもって受給資
格が喪失となります。未払い分の手当があれば請求の手続きが必要
です。

受給予定者が亡くなられ
た日から３年以内

手続き可能な人

年金加入者または、
扶養年金管理者

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の除住民票

□ 掛金を支払っていた方の住民票

□ 掛金を支払っていた方の振込口座のわかるもの

□ 加入証書

福祉課
☎ 0567-24-1115

死亡・重度障害届出書、弔慰金請求書の提出手続き

【掛金を支払っていた方が亡くなられた場合】

手続き詳細 期　限

掛金を支払っていた方が亡くなられた場合、年金支給の請求の手続き
が必要です。

掛金を支払っていた方が
亡くなられた日から３年
以内

必要なもの 手続き可能な人

□ 亡くなられた方の死亡診断書

□ 亡くなられた方の除住民票

□ 年金を受給する方の住民票

□ 年金を受給する方の振込口座のわかるもの

□ 加入証書

年金を受給する方または、
扶養年金管理者

問い合わせ先

福祉課
☎ 0567-24-1115

死亡・重度障害届出書、年金支給請求書の提出手続き

７．福祉（障がい）に関する手続き
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障害者医療費受給者証、精神障害者医療費受給者証、医療受給者証、
後期高齢者福祉医療費受給者証を交付されていた 

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が受給者証を交付されていた場合、死亡日の翌日
をもって受給資格が喪失となりますので、受給者証を返却してく
ださい。

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の受給者証 保険年金課
医療・年金グループ
☎ 0567-24-1114

【年金を受給していた方が亡くなられた場合】

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が年金を受給していた場合、死亡日の翌月をもって
受給資格が喪失となります。

死亡日から 14 日以内

手続き可能な人

指定相続人

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の除住民票

□ 年金証書

福祉課
☎ 0567-24-1115

死亡・重度障害届出書の提出手続き

資格喪失届の提出、受給者証の返却手続き

７．福祉（障がい）に関する手続き

心身障害者扶養共済制度の年金を利用していた（扶養年金） チ
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おでかけタクシーを利用していた 

手続き詳細 期　限

亡くなられた方がおでかけタクシーを利用していた場合、利用登録証
は返却となります。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方のおでかけタクシー利用登録証 福祉課
☎ 0567-24-1115

津島市福祉タクシー料金助成利用券を利用していた 

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が津島市福祉タクシー料金助成利用券を利用していた
場合、死亡日をもって受給資格が喪失となります。未使用分の津島市福祉
タクシー料金助成利用券があれば返却となります。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の未使用分の津島市福祉タクシー料金助成
利用券

福祉課
☎ 0567-24-1115

未使用分の津島市福祉タクシー料金助成利用券の返却手続き

７．福祉（障がい）に関する手続き

おでかけタクシー利用登録証の返却手続き
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児童通所施設を利用していた 

障害福祉サービスを利用していた 

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が児童通所給付を受給していた場合、死亡日をもって
通所受給者証の保護者変更となります。また、通所している児童が
亡くなられた場合には通所受給者証の返却となります。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 通所受給者証 福祉課
☎ 0567-24-1115

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が障害福祉サービスを受給していた場合、死亡日を
もって障害福祉サービス受給者証の返却となります。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の障害福祉サービス受給者証 福祉課
☎ 0567-24-1115

通所受給者証の通所給付決定保護者の変更または返却 手続き

障害福祉サービス受給者証の返却手続き

地域生活支援事業を利用していた 

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が地域生活支援事業を受給していた場合、死亡日を
もって地域生活支援事業受給者証の返却または保護者変更となりま
す。また、受給している児童が亡くなられた場合には地域生活支
援事業受給者証の返却となります。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の地域生活支援サービス受給者証 福祉課
☎ 0567-24-1115

地域生活支援事業受給者証の支給決定保護者の変更または返却手続き

７．福祉（障がい）に関する手続き
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８．こどもに関する手続き

手続き詳細 期　限

【受給者が亡くなられた場合】
受給者変更が必要となります。また、未支払いの手当がある場合、
未支払児童手当請求書の提出が必要です。

【対象児童が亡くなられた場合】
死亡月をもって資格喪失または減額となりますので、受給事由消
滅届または額改定請求書の提出が必要となります。

原則、受給者が亡くなら
れた日の翌日から数えて
15 日以内

必要なもの 手続き可能な人

【受給者が亡くなられた場合】
〈新たに受給者になられる方〉

□ 金融機関の通帳またはキャッシュカード
□ 個人番号（マイナンバー）
□ 本人確認書類

〈未支払いの手当がある場合〉
□ 手当の支給対象児童の振込口座のわかるもの

【対象児童が亡くなられた場合】
□ 受給者の本人確認書類

【受給者が亡くなられた場合】
受給者が亡くなられた後、
対象児童を監護する方

【対象児童が亡くなられた場合】
受給者本人
問い合わせ先

子育て支援課
☎ 0567-24-1121

受給者変更手続き手続き

児童手当を受給していた 

高齢者配食サービスをご利用の方 

利用解除手続き

児童扶養手当を受給していた 

手続き詳細 期　限

【受給者が亡くなられた場合】

受給者死亡届の提出が必要となります。また、未支払いの手当が
ある場合、未支払児童扶養手当請求書の提出が必要となります。

【対象児童が亡くなられた場合】

死亡月をもって資格喪失または減額となりますので、資格喪失届
または額改定届の提出が必要となります。

14 日以内

手続き可能な人

【受給者が亡くなられた場合】
その後対象児童を監護する方

【対象児童が亡くなられた場合】
受給者本人　

必要なもの 問い合わせ先

□ 手続きを行う人の本人確認書類

□ 個別の状況に応じてご案内します。
〈未支払いの手当がある場合〉

□ 手当の支給対象児童の振込口座のわかるもの

子育て支援課
☎ 0567-24-1121

受給者死亡届の提出または額改定届等の提出手続き
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特別児童扶養手当受給者死亡届の提出（未払い分がある場合は特別児
童扶養手当資格喪失届（未払手当請求書）の提出、受給資格が継続す
る場合は認定請求書の提出）

手続き

特別児童扶養手当を受給していた 

手続き詳細 期　限

【受給者が亡くなられた場合】

特別児童扶養手当受給者死亡届の提出が必要となります。

また未支払いの手当がある場合、未支払特別児童扶養手当請求書の
提出が必要となります。

【対象児童が亡くなられた場合】

死亡月をもって資格喪失または減額となりますので資格喪失届また
は額改定届の提出が必要となります。

死亡日から 14 日以内

手続き可能な人

受給者が亡くなられた後、
対象児童を監護する方

必要なもの 問い合わせ先

□ 死亡診断書の写しまたは戸籍抄本
　※省略できる場合があります。

□ 未払い分がある場合は、手当の支給対象児童の振込口座の
通帳写し

子育て支援課
☎ 0567-24-1121

【保護者が亡くなられた場合】

８．こどもに関する手続き
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子ども医療費受給者証を交付されていた 

手続き詳細 期　限

【受給者が亡くなられた場合】

受給者の変更が必要となります。

【お子様が亡くなられた場合】

死亡日の翌日をもって受給資格が喪失となりますので、受給者証を
返却してください。

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

【受給者が亡くなられた場合】

□ 子ども医療費受給者証

□ �受給者（被保険者または世帯主）変更後のお子様の医療保
険資格を確認できるもの。

【お子様が亡くなられた場合】

□ 亡くなられたお子様の子ども医療費受給者証

保険年金課
医療・年金グループ
☎ 0567-24-1114

変更届または資格喪失届の提出、受給者証の変更または返却手続き

児童が保育所・認定こども園・幼稚園等に通園していた 

手続き詳細 期　限

【保護者が亡くなられた場合】

保護者及び世帯員の変更が必要となります。

【児童が亡くなられた場合】

・保育所に通園していた場合、施設の退所の手続きが必要となります。

・認定こども園・幼稚園等に通園していた場合、認定喪失の手続き
が必要となります。

速やかに

手続き可能な人

ご家族の方

必要なもの 問い合わせ先

個別の状況に応じてご案内します。 幼児保育課
☎ 0567-24-1120

支給認定証の返却、保護者変更の届出、認定喪失の届出手続き

８．こどもに関する手続き
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母子・父子家庭医療費受給者証を交付されていた 

手続き詳細 期　限

母子・父子家庭医療費受給者証を交付されていた方が亡くなられた
場合、死亡日の翌日をもって受給資格が喪失となりますので、受給
者証を返却してください。

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の母子・父子家庭医療費受給者証 保険年金課
医療・年金グループ
☎ 0567-24-1114

資格喪失届の提出、受給者証の返却手続き

８．こどもに関する手続き

養育医療券を交付されていた 

手続き詳細 期　限

養育医療券を交付されていた乳児が亡くなられた場合、その乳児
の医療券は死亡をもって失効となりますので、返却してください。

速やかに

必要なもの 手続き可能な人

□ 乳児の養育医療券 どなたでも可

問い合わせ先

保険年金課
医療・年金グループ
☎ 0567-24-1114

医療券の返却手続き

MEMO  
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８．こどもに関する手続き

就学援助費の認定通知を受けていた 

手続き詳細 期　限

【児童生徒が亡くなられた場合】

児童生徒が亡くなられた旨をご連絡ください。

【保護者が亡くなられた場合】

就学援助費の振込先口座が亡くなられた方のものになっている場
合、別の保護者の方へ変更していただく必要があります。

速やかに

必要なもの 手続き可能な人

【児童生徒が亡くなられた場合】

□ 亡くなられた方の除住民票

【保護者が亡くなられた場合】

□ 変更先の振込先口座のわかるもの（通帳が望ましい）

□ 手続きを行う人の本人確認書類

【児童生徒が亡くなられた場合】
児童生徒の保護者

【保護者が亡くなられた場合】
ご家族の方

問い合わせ先

教育委員会事務局
学校教育課
☎ 0567-55-9417

変更申請手続き

就学援助費が否認定通知を受けていた 

手続き詳細 期　限

世帯員が減少したことに伴い、世帯全体の前年分の所得が変更に
なるため再度審査を行います。

速やかに

手続き可能な人

ご家族の方

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の除住民票 教育委員会事務局
学校教育課
☎ 0567-55-9417

世帯員が減少したことの申立て手続き
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特別支援教育就学奨励費の認定通知を受けていた 

手続き詳細 期　限

【児童生徒が亡くなられた場合】

児童生徒が亡くなられた旨をご連絡ください。

【保護者が亡くなられた場合】

特別支援教育就学奨励費の振込先口座が亡くなられた方のものに
なっている場合、別の保護者の方へ変更していただく必要がありま
す。

速やかに

手続き可能な人

【児童生徒が亡くなられた場合】
児童生徒の保護者

【保護者が亡くなられた場合】
ご家族の方

必要なもの 問い合わせ先

【児童生徒が亡くなられた場合】

□ 亡くなられた方の除住民票

【保護者が亡くなられた場合】

□ 変更先の振込先口座のわかるもの（通帳が望ましい）

□ 手続きを行う人の本人確認書類

教育委員会事務局
学校教育課
☎ 0567-55-9417

変更申請手続き

特別支援教育就学奨励費の否認定通知を受けていた 

手続き詳細 期　限

世帯員が減少したことに伴い、世帯全体の前年分の所得が変更に
なるため再度審査を行います。

速やかに

必要なもの 手続き可能な人

□ 亡くなられた方の除住民票 ご家族の方

問い合わせ先

教育委員会事務局
学校教育課
☎ 0567-55-9417

世帯員が減少したことの申立て手続き

８．こどもに関する手続き
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手続き詳細 期　限

水道使用中止届・使用者変更届は電話での手続きができます。
給水装置所有権移転届は電話での手続きができませんので、お客様
センターにお問い合わせください。

速やかに
※中止の届出をしていない

場合、水道を使用していな
くても基本料金が発生しま
すのでご注意ください。

必要なもの 手続き可能な人

個別の状況に応じてご案内します。 親族または同居者が望ま
しい

問い合わせ先

上下水道部
お客様センター
☎ 0567-55-9738

水道を使用していた 

水道使用中止届・使用者変更届・給水装置所有権移転届手続き

９．上下水道に関する手続き
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チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

市
役
所
外
の
主
な
手
続
き

委
任
状

広
告
掲
載
事
業
者

相
続
に
つ
い
て

各
種
手
続
き



35

契約者が亡くなり、引き続き住宅に入居したい方 

手続き詳細 期　限

承継する際には条件がございます。個別の状況に応じてご案内し
ます。

死亡日から 30 日以内

必要なもの 手続き可能な人

□ 印鑑 契約者が亡くなり、引き
続き住宅に入居する親族

問い合わせ先

都市計画課
住宅・公園グループ
☎ 0567-55-9624

入居承継承認申請書の提出手続き

契約者が亡くなり、住宅を返還される方

手続き詳細 期　限

現状復帰（残置物の片付け、畳・襖の交換等）が必要となります。

個別の状況に応じてご案内します。
返還の 10 日前までに
手続き

必要なもの 手続き可能な人

なし 契約者本人が亡くなり、
住宅を返還する親族

問い合わせ先

都市計画課
住宅・公園グループ
☎ 0567-55-9624

住宅返還届の提出手続き

10．市営住宅・改良住宅に関する手続き
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住宅に入居の同居親族が亡くなられた方 

手続き詳細 期　限

市営住宅は、家賃が変更となる場合がございます。

個別の状況に応じてご案内します。
死亡日から 20 日以内

必要なもの 手続き可能な人

なし 住宅に入居の同居親族が
亡くなられた契約者

問い合わせ先

都市計画課
住宅・公園グループ
☎ 0567-55-9624

同居人変更届の提出手続き

MEMO  

10．市営住宅・改良住宅に関する手続き
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家財整理をしたい 

手続き詳細 期　限

クリーンセンターへのごみの搬入の際は、ごみの発生場所（住所）
の確認をしています。亡くなられた方が住んでいた住所が確認
できる書類を持参し、鹿伏兎処分場内自己搬入受付事務所職員に
提示してください。

※一部クリーンセンターで処分できない物があります。

※ごみの発生場所（住所）が津島市外の場合は搬入できません。

なし（搬入日当日にお持
ちください）

手続き可能な人

基本的にご親族の方

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方が住んでいた住所が確認できる書類
　（運転免許証、マイナンバーカード、直近の公共料金の明細書、

公的機関からの郵便物、固定資産税の納税証明書等）

生活環境課
環境整備グループ
☎ 0567-26-4228

八穂クリーンセンターへのごみの搬入手続き

犬を所有していた 

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が犬を飼っていた場合、犬の所有者変更の手続き
が必要になります。

死亡日から 30 日以内

手続き可能な人

基本的にご親族の方

必要なもの 問い合わせ先

なし 生活環境課
☎ 0567-55-9368

飼い犬の所有者変更手続き手続き

11．その他の手続き
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市営墓地を使用していた 

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が市営墓地の使用者となっている場合は、墓地使用
権の継承の手続きが必要です。新しく使用者となる方は、祖先の祭
祀を主宰すべき者（喪主等）であることが必要です。

継承する方の住所が津島市の区域内にない場合は、墓地を管理する
墓地代理人として、津島市の区域内に住所を有する方を選任してく
ださい。

できるだけ速やかに

必要なもの 手続き可能な人

□ 戸籍の謄本または抄本（使用者の死亡日及び継承する方と
亡くなられた方の続柄がわかる書類）

□ 住民票の写し（原本）

□ 祖先の祭祀を主宰する者であることを証する書類

□ 継承前の墓地使用者の墓地使用許可証

□ 墓地代理人選定届（継承する方の住所が津島市の区域内に
ない場合のみ）

基本的にご親族の方
（祭祀を主宰する者）

問い合わせ先

生活環境課
☎ 0567-55-9368

墓地使用権の継承の手続き手続き

防災ラジオを利用していた

手続き詳細 期　限

高齢者等のうち、希望された世帯に無料で貸し出している防災ラジ
オ機器一式を返却してください。

速やかに

必要なもの 手続き可能な人

□ 防災ラジオ本体 

□ ＡＣアダプター

□ 外部アンテナ（利用していた方のみ）

どなたでも可

問い合わせ先

危機管理課
☎ 0567-55-9594

機器の返却手続き

11．その他の手続き
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区分 主な手続き 問い合わせ先

そ
の
他
市
役
所
以
外
で
行
う
手
続
き

運転免許証の返納
津島警察署

（津島市西柳原町2-8） 
☎ 0567-24-0110

在留カードの返納
名古屋出入国在留管理局 

☎ 052-559-2150

相続放棄 名古屋家庭裁判所
☎ 052-223-3411遺言書の検認・開封

相続登記の申請（令和6年4月1日より義務化）
名古屋法務局津島支局

（津島市西柳原町3-10） 
☎ 0567-26-2423

預貯金口座の解約、払い戻し等 各金融機関

生命保険等の保険金の請求等
加入していた生命保険会社

または代理店

火災保険、自動車保険の名義変更等
加入していた損害保険会社

または代理店

株式等の名義変更等 各証券会社 等

県営住宅の届出
名古屋尾張住宅管理事務所　海部駐在

☎ 0567-24-7330

普通自動車、二輪（１２５ｃｃ以上）の名義変更等
中部運輸局愛知運輸支局

☎ 050-5540-2046

軽自動車（三輪・四輪）の名義変更等
軽自動車検査協会愛知主管事務所

☎ 050-3816-1770

公共料金等の名義変更・解約等
ＮＨＫ、電力会社、ガス会社、

固定電話・携帯電話会社、新聞店 等

相続税・所得税の申告等
津島税務署

（津島市良王町２－３１－１）
☎ 0567-26-2161

障害者割引制度等の廃止等 NHK、有料道路、携帯電話会社 等

国債（戦没者特別弔慰金）の記名変更、
償還金受領

償還金支払い場所
（証券保管証書に記載の郵便局）

市役所以外で行う主な手続き

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

市
役
所
外
の
主
な
手
続
き

各
種
手
続
き

委
任
状

広
告
掲
載
事
業
者

相
続
に
つ
い
て



39 40

市役所以外で行う主な手続き

【手続きに要する証明書について】
○手続きに必要な書類の中には市役所で発行できるもの（戸籍、住民票、税に関する証明書等）があ

るため、各契約会社等にお問い合わせいただいてから市役所にお越しになると手続きが進みやすく
なります。

○戸籍謄本等については、申出により原本を返却される場合がありますので、各契約会社等にご確認
ください。

○戸籍、住民票、印鑑証明書等：本庁市民課、神守支所、神島田連絡所、市民サービスコーナー
　（印鑑証明書の交付には『印鑑登録カード』の提示が必要です。）

○所得課税（非課税）証明書：本庁税務課、神守支所

○証明書の発行には所定の手数料がかかります。

MEMO  
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✓ 項　目 期　日 備　考

□ 相続人の調査・確定

速やかに

相続人を確定させるためには、故人の出生から
死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。役所
の窓口で「相続に使用するため出生から死亡まで
の戸籍謄本が必要です」と申し出れば取得でき
ます。

□ 遺言書の調査

自筆証書遺言は、自宅で探索または法務局で調査
してください。
公正証書遺言は、お近くの公証役場で検索してくだ
さい。

□ 遺言書の検認
法務局以外で発見された自筆証書遺言の場合は、
「未開封」の状態で家庭裁判所の検認が必要と
なります。

□ 相続財産の調査

被相続人の預金通帳及び郵便物から調査し、各
事業者に問い合わせすることで、相続財産のほと
んどを知ることができます。また、自宅以外の不
動産を所有している場合は、役所で「名寄帳」を
取得することで、課税対象の不動産のすべてを知
ることができます。

□
遺産分割協議
（協議書の作成）

共同相続人全員で遺産分割協議を行い、合意する
必要があります。合意後、金融機関や役所などへ
提出する為の遺産分割協議書の作成が必要となり
ます。

□ 相続放棄・限定承認 ３ヶ月以内
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所への申述
が必要となります。申述書の作成など必要な対応
があるため、家庭裁判所にご確認ください。

□

相続に関する手続きチェックリスト（市役所外の手続きになります）
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＜お知らせ＞

相続に関する手続きチェックリスト（市役所外の手続きになります）

✓ 項　目 期　日 備　考

□ 所得税の準確定申告 ４ヶ月以内

被相続人に1月1日から死亡日まで所得があった
場合は、相続人が1月1日から死亡した日までに
確定した所得金額及び税額を計算して、相続の
開始があったことを知った日の翌日から４ヶ月以内
に申告と納税をしなければなりません。

□ 相続税の申告・納付 10ヶ月以内

各相続人が相続や遺贈などにより取得した財産の
価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税
の課税対象となります。

基礎控除額＝
3,000万円 ＋ 600万円 × 法定相続人の数

□

MEMO  

令和６年４月から、不動産を相続した場合の登記申請が義務化されました。
詳細は法務省ホームページをご覧いただくか、
司法書士会の「相続登記相談センター」(0120-13-7832）
にお問い合わせください。

( 法務省ホームページ )

令和６年４月から、不動産を相続した場合の登記申請が義務化されました。
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…継承順位第一位

…継承順位第二位

…継承順位第三位

祖父祖父 祖母祖母 曾祖
父母

曾祖
父母

母おじ
おば

おじ
おば

父 おじ
おば

おじ
おば

配偶者兄弟
姉妹

故人兄弟
姉妹

兄弟
姉妹

甥・姪甥・姪甥・姪

子子 子子 子子

孫孫 孫孫 孫孫

曾孫 曾孫 曾孫 曾孫 曾孫 曾孫

被相続人や相続人の関係を法務局に証明してもらう制度として法定相続情報証明制度があります。本制度

により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預金の

払戻しなど、様々な相続手続きに利用されることで、相続手続きに係る相続人・手続きの担当部署双方の

負担を軽減することができます。

詳しくは法務局の HP（https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html）をご覧ください。

家系図 （３親等内の親族）
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故人の財産について

不
動
産

所在地 名義人 持ち分 備　考

預
貯
金

金融機関名 支店名 金　額 備　考

そ
の
他
の
資
産

名　称 内　容 保管場所など 備　考

借
入
金
・
ロ
ー
ン

借入先 金　額 返済方法 備　考

生
命
保
険
・
損
害
保
険

保険会社 種類・内容 受取人 備　考

公
的
年
金

基礎年金番号 種　類 受給金額 備　考

個
人
年
金
・
企
業
年
金

名　称 番号・記号など 受給金額 備　考

そ
の
他
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法定相続情報証明制度
あなた

の手続きを応援します！

平成29年5月29日から、全国の登記所（法務局）において、
各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

　この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。（※１）

（※１）相続手続きで必要となる書類は、各機関で異なりますので、提出先にご照会ください。

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

戸籍書類一式 法定相続情報
一覧図の写し
※無料で必要な通数
　を交付

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

制度の概要

POINT

戸籍の収集や一覧
図の作成などの手
続きは専門家（※2）
に依頼することも可
能です。
（※2）弁護士、司法書士、

土地家屋調査士、
税理士、社会保険
労務士、弁理士、
海事代理士、行政
書士

①申出（法定相続人または代理人）

1.市区町村の窓口で戸除籍謄本などを収集します。

2.法定相続情報一覧図を作成します。

3.所定の申出書を記載し、１及び２の書類を添付して
登記所に申出をします。

②確認・交付（登記所）

1.登記官による確認の後、法定相続情報一覧図を
保管します。

2.認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付し、
戸除籍謄本などを返却します。

③利用

各種相続手続きにお使いください。

法定相続情報証明制度に関する詳しい手続きは 

法務局ホームページ 検索

法定相続情報証明制度

利用する場合利用しない場合

POINT

相続手続きがいく
つもある場合にお
勧めです。手続きが
同時に進められ、時
間短縮につながり
ます。

法定相続情報証明制度について（詳細は法務局になります）
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委任状に関するご案内

死亡に伴う年金手続きや戸籍・住民票・税に関する証明書の請求を代理の方が行われる場合は、
委任状が必要となりますので、次ページの委任状を作成の上切り離してご利用ください。

掲載している委任状の様式

〇  市民課手続き用　　P.47
〇  税務関係手続き用　P.48

※委任状は任意の様式でも有効です。

※年金事務所でのお手続きを代理の方が行う場合は、別途委任状が必要となります。
年金事務所用の委任状は、市役所保険年金課（１階）または年金機構のホームページ
で配布しています。

お問い合わせ

○  戸籍（除籍）謄本・住民票について
市民課  　　　　　　  ☎０５６７－２４－１１１２（直通）

○  税に関する証明書について
税務課　市民税　　　☎０５６７－５５－９２６３（直通）
　　　　固定資産税　☎０５６７－５５－９２６４（直通）

○  年金手続きについて
保険年金課  　　　　   ☎０５６７－２４－１１１４（直通）
中村年金事務所  　　   ☎０５２－４５３－７２００

MEMO  
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委委  任任  状状 

（（委委任任者者）） 住住 所所 

氏氏 名名

私私はは下下記記のの者者をを代代理理人人ととしし、、次次ののここととをを委委任任ししまますす。。 

（（代代筆筆者者）） 住住 所所 

氏氏 名名 

※自署できない場合は代筆者の記入をお願いします。

記記 

□□ 住住所所のの異異動動手手続続きき

□□ 住住民民票票のの取取得得     通通

（（□□ 世世帯帯全全員員 □□ 本本籍籍必必要要 □□ 続続柄柄必必要要））

（（□□ 住住民民票票ココーードド □□ 個個人人番番号号））…… 使いみち

□□ 戸戸（（除除））籍籍等等のの取取得得     通通

□□ 身身分分証証明明書書   通通

□□ 独独身身証証明明書書   通通 

□□ 印印鑑鑑登登録録のの申申請請

□□ そそのの他他（（   ）） 

令令和和   年年   月月   日日 

（（代代理理人人）） 住住 所所 

氏氏 名名 

【【注注意意事事項項】】 

＊＊必必ずず委委任任者者本本人人がが署署名名ししててくくだだささいい。。 

＊＊代代筆筆等等にによよるる記記名名のの場場合合はは押押印印ししててくくだだささいい。。 

＊＊印印鑑鑑登登録録のの代代理理申申請請のの場場合合、、委委任任状状ののほほかかにに登登録録印印鑑鑑もも必必要要でですす。。印印鑑鑑登登録録証証及及びび証証明明書書はは即即日日交交付付さされれまませせんん。。 

＊＊住住民民票票ココーードド、、個個人人番番号号記記載載のの住住民民票票はは、、委委任任者者のの自自宅宅宛宛にに郵郵送送ととななりりまますす。。 

使いみち

※コピーしてお使いください 【市民課手続き用】
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※コピーしてお使いください

 【税務手続用】 

  Ver4.11 

（宛先）津 島 市 長 
 

委 任 状 
 

受任者 住 所                
(代理人) 氏 名                

電話番号                
  
 上記の者を受任者(代理人)と定め、下記の権限を委任します。 
 

記 
 
１ 所得課税（非課税）証明に関する件（     年分     年度） 
２ 軽自動車登録廃車に関する件 
３ 評価証明に関する件 
４ 公課証明に関する件 
５ 名寄帳の写しに関する件 
６ 納税証明に関する件 
７ その他（                     ） 
 
令和  年  月  日 

 
委任者 住 所                

氏 名                
  電話番号                

 
 
 

・委任状は委任者が自筆で記入された場合は押印不要です。（印刷、代筆の場合は委任者の押印が必要です。） 
・委任者が法人の場合は法人の代表者が記入のうえ表者印を押印ください。 
・受任者（代理人）の本人確認書類を持参ください。（郵送申請の場合は写しを添付） 
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エレベータ 階段
おくやみ
コーナー

相談室

階段 相談室

案内

公衆
電話

エレベータ 階段

階段

エレベータ 階段

階段

エレベータ 階段

階段

　　・・・・・【【 市市役役所所１１階階各各課課案案内内図図 】】・・・・・・・・・・

夜間玄関 高齢介護課 会計課 南玄関 福　祉　課

ト
イ
レ

    ロビー
ト
イ
レ

エ
レ
ベ
ー

タ

保険年金課 市　民　課 北玄関
（正面玄関）

　　・・・・・【【 市市役役所所２２階階各各課課案案内内図図 】】・・・・・・・・・・

会議室 税　務　課 収　納　課

教育委員会
学校教育課
社会教育課

ト
イ
レ

エ
レ
ベ
ー

タ

子育て支援課 幼児保育課 生活環境課 人権推進課 市民協働課

　　・・・・・【【 市市役役所所４４階階各各課課案案内内図図 】】・・・・・・・・・・

会議室 都市整備課 観光・プロモーション課 まちづくり事業課 都市計画課

　　・・・・・【【 市市役役所所３３階階各各課課案案内内図図 】】・・・・・・・・・・

ト
イ
レ

エ
レ
ベ
ー

タ

監査事務局

会議室

上下水道部 水道お客さまセンター

会議室

ト
イ
レ

エ
レ
ベ
ー

タ

総務デジタル課 企画政策課

秘書広報課

秘書広報課危機管理課
人事課財政課

階
段

ト
イ
レ

階
段

ト
イ
レ

ト
イ
レ

ト
イ
レ

エレベータ 階段

階段

ト
イ
レ



49 50

MEMO  



51

MEMO  



51 52

MEMO  



広告掲載に関するお問い合わせ　03-6866-0885 （株式会社鎌倉新書）
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